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第
三
回
長
崎
学
公
開
講
座

第
一
部
発
表
要
旨

花
月
の
建
築（
１
）

　
　

史
跡
料
亭
花
月

村
田
　
明
久

　

長
崎
市
丸
山
町
に
残
る
史 

跡
料
亭
花
月
の
建
築
は
、丸

山
遊
郭
の
遺
構
と
し
て
今
日

知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
敷
地
は
か
つ
て
広
大

で
、
西
の
寄
合
町
側
に
引
田

屋
遊
女
屋
、
東
側
の
旧
小
島

郷
に
花
月
楼
が
建
っ
て
い
た
。

　

明
治
一
二
年（
一
八
七
九
）

に
花
月
楼
が
焼
失
、
明
治
後

期
に
引
田
屋
廃
業
、
昭
和
に

入
る
と
土
地
が
分
割
さ
れ
売

却
さ
れ
た
。こ
の
事
態
に「
今 

に
し
て
之
が
対
策
を
講
ず
る 

に
あ
ら
ざ
れ
ば（
略
）歴
史
的 

料
亭
の
跡
を
断
つ
に
至
る
べ 

く
長
崎
人
の
恥
辱
た
ら
ず 

ん
ば
あ
ら
ず
」と
花
月
保 

存
会
が
昭
和
一
五
年（
一 

九
四
〇
）に
発
足
し
料
亭
花

月
の
部
分
を
引
き
継
い
だ
。

　

料
亭
花
月
に
残
る
建
築

遺
構
を
図
に
示
す
と
、
丸

山
町
側
の
入
口
正
面
に

（
イ
）の
建
築
、
さ
ら
に

（
ロ
）の
玄
関
か
ら
入
る

と
、
奥
に（
ハ
）（
ニ
）の
建

築
が
続
く
。

　

江
戸
初
期
の
遊
女
屋 

と
つ
な
が
る
部
分（
イ
）、

江
戸
後
期
か
ら
明
治
の
複

数
の
料
亭
客
間
の
各
部
分

（
ロ
）（
ハ
）（
ニ
）か
ら
成

る
が
、
こ
れ
ら
は
か
つ
て

存
在
し
た
江
戸
中
期
か
ら

の
花
月
楼
と
の
関
係
が
認

め
ら
れ
る
。

　

江
戸
期
は
引
田
屋
側
か

ら
花
月
楼
へ
行
く
の
に
、

一
ノ
橋
を
渡
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
（
イ
）の
建
築
は
、
寄
合
町

側
に
あ
っ
た
引
田
屋
遊
女
屋

の
付
属
屋
の
一
部
で
、
二
階

に
客
間
が
連
続
し
、
川
辺
り

ま
で
伸
び
て
い
た
。
現
在
も

「
其
扇
の
間
」と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。

　

引
田
屋
の
創
業
は
丸
山
遊

郭
が
で
き
た
寛
永
年
間
、
初 

代
当
主
は
山
口
太
左
衛
門（
？ 

～
一
六
五
七
）と
い
わ
れ
る
。

寛
文
三
年（
一
六
六
三
）大
火 

の
後
、
延
宝
頃
に
普
請
し
て 

い
る
。『
延
宝
版
長
崎
土
産
』 

に「
ひ
け
た
や
太
左
衛
門
、
此

比
ふ
し
ん
し
て
き
れ
い
也
、

家
の
わ
け
も
よ
ろ
つ
よ
く
な

り
た
る
よ
し
。
い
よ
い
よ

う
す
く
も
さ
ま
の
世
と
成
へ

し
」と
新
装
普
請
な
っ
た
様

子
の
記
録
が
あ
る
。

　

寛
延
四
年（
一
七
五
一
）

に
川
向
か
い
に
土
地
を
得
て
、

別
荘
花
月
楼
を
建
て
た
が
宝

暦
九
年（
一
七
五
九
）に
焼
失
。

さ
ら
に
文
化
年
間
に
再
建
さ

れ
る
と
、
そ
の
茶
屋
建
築
が

人
気
を
博
し
、
大
田
南
畝
、

頼
山
陽
、
石
崎
融
思
な
ど
多

く
の
文
人
が
訪
れ
た
。

　
（
ロ
）の
建
物
は（
イ
）の
建

物
に
接
続
さ
れ
た
三
階
建
の

高
楼
で
、
料
亭
の
主
玄
関
が

位
置
す
る
。
そ
の
建
築
時
期

は
花
月
楼
よ
り
早
い
と
も
明

治
期
だ
と
も
い
わ
れ
、
経
過

が
長
ら
く
分
か
ら
ず
に
い
た
。
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幕
末
の
長
崎
開
港
と
な
る

と
、
諸
外
国
人
が
遊
郭
に
も 

訪
れ
た
。
幕
末
期
の
丸
山
遊 

郭
街
を
示
す「
丸
山
町
古
図
」

に
は
、
引
田
屋
に
山
口
繁
左

衛
門（
一
四
代
）と
あ
り
、
同

図
に（
ロ
）の
建
物
は
未
だ
出

来
て
お
ら
ず
、
敷
地
の
中
を

水
路
が
流
れ
て
い
る
。

　

建
築
年
が
わ
か
る
の
は
、

次
の
離
れ（
ハ
）で
、
棟
札
に

「
于
時
文
久
二
壬
戌
年
四
月

二
日
土
蔵
新
造
主
山
口
茂
左

衛
門
増
茂
」と
あ
り
文
久
二

年（
一
八
六
二
）の
改
修
と
わ

か
る
。
山
口
繁
左
衛
門
が
楼 

主
と
な
っ
た
嘉
永
五
年（
一 

八
五
二
）か
ら
次
の
離
れ
が

完
成
し
た
文
久
二
年
の
間
に

（
ロ
）は
建
て
ら
れ
た
よ
う
だ
。

奥
の
離
れ（
ニ
）は
明
治
一
八

年（
一
八
八
五
）と
聞
い
て
い
る
。

　

興
味
を
引
く
の
が
、
既
存

の
水
路
を
変
流
し
て
料
亭
建

築
を
建
設
し
た
こ
と
で
、
水

流
や
地
形
・
石
組
を
入
れ
た

庭
園
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
た
と

読
み
解
け
る
。

　

さ
ら
に「
丸
山
町
古
図
」を

見
る
と
、
花
月
楼
の
庭
園
周

り
は
塀
で
囲
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
を
取
り
除
い
て
、
花
月

楼
・
庭
園
と
引
田
屋
母
屋
側

と
を
視
覚
的
に
も
利
用
的
に

も
融
合
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
作
り
方
か
ら
、
江
戸

期
の
花
月
楼
の
建
築
と
池
を

中
心
と
し
た
庭
園
建
築
を
上

手
に
継
承
し
て
、
近
代
黎
明

期
ら
し
い
、
新
し
い
和
風
庭

園
建
築
が
試
み
ら
れ
た
と
わ

か
る
。

　

さ
ら
に
注
視
す
る
と
、
柱

痕
で
知
ら
れ
た
料
亭
の
要
の

大
広
間「
竜
の
間
」の
あ
る
フ

ロ
ア
の
造
り
は
、
大
部
屋
と

同
レ
ベ
ル
で
展
望
で
き
る
鉤

の
手
ベ
ラ
ン
ダ
を
設
け
る
形

式
で
、
か
つ
て
の
花
月
楼
二

階
の
造
り
と
類
似
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
裏
千
家
の
お
茶
会

に
呼
ば
れ
た
時
に
三
六
畳
の
、

「
竜
の
間
」の
各
席
と
、向
か
い

側
に
あ
る
芝
生
に
傘
な
ど
差

し
設
け
た
茶
会
の
席
が
連
な

り
、
広
々
と
し
た
庭
園
の
緑

が
と
て
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

建
物
を
対
岸
に
あ
る
花
月

楼
と
向
き
合
う
高
さ
と
し
て

庭
園
へ
の
眺
望
を
確
保
し
て

い
た
。

料亭花月の建築

　

建
物
・
庭
の
配
置
は
、（
ロ
）

か
ら（
ハ
）、
さ
ら
に（
ニ
）

と
大
中
小
の
建
物
が
角
度
を

な
し
て
つ
な
が
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
客
間
の
独
立
性
を
高
め
、

景
観
の
変
化
を
楽
し
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
各
上
階
の
客
間

は
一
室
構
成
で
、
互
い
の
視

線
を
邪
魔
に
せ
ず
、
各
建
物

か
ら
花
月
楼
の
庭
園
へ
の
展

望
が
そ
れ
ぞ
れ
楽
し
め
る
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
る
。（
ロ
）

で
は「
竜
の
間
」、（
ハ
）で
は

「
月
の
間
」、（
ニ
）で
は「
鶴

の
間
」と
遠
景
に
ち
な
ん
だ

室
名
を
つ
け
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
下
階
の
客

間
は
、
二
室
構
成
が
基
本

で
、
ど
の
客
間
か
ら
も
、
散

歩
が
で
き
る
小
さ
な
庭
が
造

ら
れ
て
い
る
。（
ロ
）で
は「
桂

の
間
」と「
山
陽
の
間
」「
冬

の
間
」の
間
の
中
廊
下
か
ら
、

直
接
二
ノ
橋
を
渡
り
庭
園
に

行
く
ル
ー
ト
が
あ
る
。

　
（
ハ
）の
下
階
は「
唐
瓦
の

間
」「
春
雨
の
間
」に
よ
る
構

成
で
、
小
庭
に
出
る
と
そ
れ

ぞ
れ
三
ノ
橋
と
鳥
居
、
四
ノ

橋
に
出
て
、
庭
園
に
行
く

ル
ー
ト
が
あ
る
。

　
（
ニ
）は
、
小
高
い
所
に
あ

る
平
屋
造
で「
鶴
の
間
」の
一

室
と
し
、
専
用
庭
に
古
風
な

灯
籠
が
配
置
さ
れ
、
対
岸
の

庭
園
が
遠
望
で
き
る
。

第
三
回
長
崎
学
公
開
講
座

第
二
部
発
表
要
旨

隠
元
禅
師
ゆ
か
り
の
中
国

の
寺
院
～
萬
福
寺
ほ
か
～

原
田
　
博
二

一
、
隠
元
の
師
密
雲
と
費
隠

　

隠
元
禅
師（
以
下
、「
隠
元
」

と
記
述
）は
、
一
六
二
〇
年
、

萬
福
寺（
福
建
省
福
清
市
）

の
鑑
源
興
寿
に
つ
い
て
出
家
、

以
後
、
各
地
で
修
行
す
る
な

か
で
、
密
雲
円
悟
や
そ
の
法

嗣
費
隠
通
容
に
巡
り
会
っ
た
。

　

密
雲
円
悟（
一
五
六
六
～

一
六
四
二
）は
、
俗
姓
は
蒋
、

江
蘇
省
常
州
府
宜
興
県
に
生

ま
れ
、
幻
有（
臨
済
宗
開
祖

臨
済
義
玄
か
ら
数
え
て
二
九

世
）に
つ
い
て
出
家
、
後
に

幻
有
に
嗣
法
し
た（
臨
済
か

ら
数
え
て
三
〇
世
）。

　

以
後
、
通
玄
寺（
浙
江
省

台
州
市
）、
金
粟
山
広
慧
寺

（
同
省
桐
郷
市
、
以
後
、「
金

粟
寺
」と
記
述
）、
黄
檗
山
萬

福
寺
、阿
育
王
山
広
利
寺（
浙

江
省
寧
波
市
、
以
後
、「
阿
育

王
寺
」と
記
述
）、
天
童
山
景

徳
寺（
同
上
、
以
後
、「
天
童

寺
」と
記
述
）な
ど
を
歴
住
し

た
。

　

費
隠
通
容（
一
五
九
三
～

一
六
六
一
）は
、
俗
姓
は
何
、

福
建
省
福
州
府
福
清
県
に
生

ま
れ
、
一
四
歳
の
時
に
出
家
、

以
後
、
密
雲
に
つ
い
て
修
行
、

一
六
二
九
年
、密
雲
に
嗣
法

（
臨
済
か
ら
数
え
て
三
一
世
）、

密
雲
の
後
を
承
け
て
萬
福
寺

の
住
職
に
な
っ
た
。

　

一
六
三
六
年
、
隠
元
に
住

職
を
譲
る
と
、
以
後
、
金
粟

寺
、
天
童
寺
、
福
厳
寺（
浙

江
省
嘉
興
市
）、
径
山
興
聖

萬
壽
寺（
同
省
杭
州
市
）な
ど

を
歴
住
し
た
。

天
童
寺
大
雄
宝
殿

二
、
明
末
清
初
の
臨
済
宗

　

宋
は
、
欽
宗
の
時
の
一
一 

二
六
年
、
金
の
侵
攻
に
よ
り

滅
亡
し
た
。

　

欽
宗
の
弟
趙
構
は
、
江
南

に
逃
れ
、
翌
年
、
南
京
で
即

位（
高
宗
）、
南
宋
を
建
国
し

た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
絶
え

ず
金
の
侵
入
に
脅
か
さ
れ
た
。
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そ
こ
で
四
代
寧
宗
は
、
国

家
鎮
護
の
た
め
に
五
山
十
刹

の
制
度
を
設
け
た（
日
本
の

鎌
倉
五
山
、
京
都
五
山
は
、

こ
の
制
度
を
倣
っ
た
も
の
）。

　

こ
の
五
山
十
刹
と
い
う
の

は
、
イ
ン
ド
の
釈
迦
の
五
精

舎
に
、
十
刹
も
釈
迦
の
十
塔

所
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

五
山
の
寺
院
は
、
第
一
位

が
径
山
興
聖
萬
壽
寺
、
第
二

位
が
霊
隠
山
景
福
霊
隠
寺

（
浙
江
省
杭
州
市
）、
第
三
位

が
南
屏
山
浄
慈
寺（
同
上
）、

第
四
位
が
天
童
寺
、
第
五
位

が
阿
育
王
寺
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
五
山
は
、
名
刹

中
の
名
刹
で
あ
る
が
、
な
か

で
も
萬
壽
寺
の
三
四
代
住
職

無
準
師
範
に
嗣
法
し
た
の
が

日
本
の
東
福
寺（
臨
済
宗
東

福
寺
派
・
聖
一
派
）の
開
山

円
爾
弁
円
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
阿
育
王
寺
は
、
日
本

へ
の
渡
来
を
宿
願
し
た
鑑
真

和
上
が
三
回
目
の
渡
海
を
前

に
滞
在
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
天
童
寺
は
、
日
本

に
曹
洞
宗
を
伝
え
た
道
元

（
日
本
曹
洞
宗
開
祖
）が
同

寺
の
天
童
如
浄
に
嗣
法
し
た

寺
院
、
道
元
が
滞
在
し
た
当

時
は
、
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ 

っ
た
。

　

ち
な
み
に
筆
者
は
、
以
前
、

こ
の
五
山
を
全
て
訪
れ
調
査

を
行
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
密
雲
と
費
隠

は
、
金
粟
寺
、
阿
育
王
寺
、

天
童
寺
、
福
厳
寺
、
萬
壽
寺

と
い
っ
た
名
刹
を
歴
住
、
天

童
派
、
さ
ら
に
は
径
山
派
と

呼
ば
れ
た
そ
の
一
派
は
、
浙

江
省
の
杭
州
府
や
寧
波
府
を

中
心
に
一
大
勢
力
を
築
い
た
。

三
、
萬
福
寺
と
隠
元

　

前
述
の
よ
う
に
隠
元
は
、

密
雲
、
さ
ら
に
は
費
隠
に
つ

い
て
修
行
、
一
六
二
四
年
、

金
粟
寺
の
住
職
だ
っ
た
密
雲

に
つ
い
て
大
悟
、
一
六
三
三

年
、
萬
福
寺
の
住
職
だ
っ
た

費
隠
に
嗣
法
し
た（
臨
済
か

ら
数
え
て
三
二
世
）。

　

隠
元
は
、
一
六
三
七
年
、

費
隠
に
そ
の
職
を
譲
ら
れ
、

萬
福
寺
の
住
職
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
萬
福
寺
は
、
唐

の
七
八
九
年
に
開
創
さ
れ
、当

初
は
般
若
堂
と
呼
ば
れ
た
が
、 

唐
の
皇
帝
徳
宗
よ
り
「
建
徳

禪
寺
」
の
額
を
下
賜
さ
れ
た

こ
と
か
ら
建
徳
寺
と
改
称
、

さ
ら
に
明
の
皇
帝
神
宗
よ
り

「
萬
福
禪
寺
」の
額
を
下
賜
さ

れ
た
の
で
、
萬
福
寺
と
改
称

し
た
。

　

萬
福
寺
は
、
開
創
以
来
、

禅
宗
、
さ
ら
に
は
臨
済
宗
の

寺
院
と
し
て
存
続
、
明
代
末

期
、
密
雲
、
さ
ら
に
は
費
隠

が
住
職
に
な
る
と
臨
済
宗
天

童
派
に
属
し
た
。

　

密
雲
は
、
天
童
派
萬
福
寺

の
初
代
住
職
、
費
隠
は
、
二

代
住
職
、
隠
元
は
、
三
代
住

職
で
あ
る
が
、
隠
元
は
、
萬

福
寺
を
中
心
に
活
動
、
同
寺

を
拠
点
に
臨
済
宗
黄
檗
派

（
隠
元
黄
檗
派
）を
確
立
し
た
。

　

な
お
臨
済
宗
黄
檗
派
は
、

現
在
、
中
国
と
日
本
、
さ
ら

に
は
台
湾
な
ど
で
活
動
し
て

い
る
が
、
黄
檗
宗
と
呼
ば
れ 

る
の
は
日
本
だ
け
、
ほ
か
は 

全
て
臨
済
宗
黄
檗
派（
隠
元 

黄
檗
派
）で
あ
る
。
尤
も
日 

本
の
黄
檗
宗
も
、
江
戸
時
代 

以
降
、明
治
九
年（
一
八
七
六
）

ま
で
は
臨
済
宗
黄
檗
派
と
呼

ば
れ
た
。龍

泉
寺
大
雄
宝
殿

　

萬
福
寺
の
住
職
に
七
年
間

在
職
し
た
隠
元
は
、
法
弟
亘

信
行
弥
に
そ
の
職
を
譲
る
と
、 

一
六
四
四
年
か
ら
一
年
間
、

福
厳
寺
の
、
一
六
四
五
年
か

ら
一
年
間
、
龍
泉
寺（
福
建

省
長
楽
市
）の
住
職
を
務
め

た
。

　

福
厳
寺
は
、
南
朝
梁
の
五 

〇
三
年
に
開
か
れ
、
八
七
六

年
、唐
の
皇
帝
僖
宗
よ
り「
千

乗
禪
院
」の
額
を
下
賜
さ
れ

た
が
、
北
宋
の
一
〇
〇
八
年
、

福
厳
寺
と
改
称
し
た
。

　

龍
泉
寺
は
、
梁
の
五
五
四

年
に
開
か
れ
、
以
後
、
福
建

省
六
大
古
刹
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
た
。

　

唐
の
皇
帝
懿
宗
よ
り「
龍

泉
禪
寺
」の
額
を
下
賜
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
龍
泉
寺
は
、
開
創
以

来
、
名
立
た
る
僧
が
住
職
に

な
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も

『
百
丈
清
規
』を
つ
く
っ
た

百
丈
懐
海
は
、
六
祖
慧
能
の

法
系
で
、
馬
祖
道
一
の
法
嗣

で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
百
丈
の
法
嗣
が
黄

檗
希
運
、
そ
の
法
嗣
が
臨
済

宗
を
開
い
た
臨
済
義
玄
で
あ 

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
福
厳
寺
も
龍

泉
寺
も
名
刹
の
誉
れ
高
く
、

隠
元
が
在
職
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
寺
院
で
あ
っ
た
。

　

隠
元
は
、
一
六
四
六
年
、

萬
福
寺
の
住
職
に
再
住
し
た

が
、
一
六
五
四
年
五
月
に
は

法
嗣
慧
門
如
沛
に
そ
の
職
を

譲
り
、
長
崎
へ
の
渡
来
に
備

え
た
。

第
四
回
長
崎
学
公
開
講
座　

第
二
部
発
表
要
旨

古
美
術
商「
池
正
」大

田
　
由
紀

　

初
代
池
島
正
造
は
、
弘
化

二
年（
一
八
四
五
）生
ま
れ
、

長
崎
市
麴
屋
町
に「
池
正
」を

創
業
、
書
画
や
茶
道
具
な
ど

の
鑑
定
に
優
れ
、
ま
た
商
才

も
あ
り
、
長
崎
随
一
の
古
美

術
商
と
い
わ
れ
た
。

　

明
治
二
四
年（
一
八
九
一
）

四
月
二
七
日
ロ
シ
ア
皇
太
子

ニ
コ
ラ
イ
が
ロ
シ
ア
艦
隊
で 

長
崎
に
入
港
。
皇
太
子
は
、

五
月
三
日
の
公
式
上
陸
を
前

に
お
忍
び
で
上
陸
、
私
服
の

警
官
が
護
衛
に
当
た
り
、
そ

の
行
動
は
逐
一『
露
国
皇
太

子
来
航
に
関
す
る
書
類
』（
長

崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
）

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
二
八
日
か 

ら
三
日
間
、
江
崎
べ
っ
甲
店 

な
ど
市
中
の
店
で
計
一
一
五 

四
円
五
三
銭
も
の
買
物
を
し

て
い
る
。

　

そ
の
う
ち「
池
正
」で
の
購

入
額
七
五
〇
円
が
最
も
高
額

で
あ
る
。
蒔
絵
象
牙
細
工
の

大
額
、
蒔
絵
の
短
刀
、
脇
差
、

龍
の
置
物
、
牡
丹
蒔
絵
文
箱

な
ど
一
二
点
を
ロ
シ
ア
に
持

ち
帰
っ
て
い
る
。
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長
崎
で
は
当
時
、
大
徳
寺

の
焼
餅
四
個
が
四
銭
五
厘
だ 

っ
た
。
現
在
は
四
個
で
七
〇 

〇
円
、
こ
れ
を
基
に
計
算
す

る
と
池
正
で
の
買
物
は
、
お

よ
そ
一
二
〇
〇
万
円
弱
で
あ 

っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

初
代
正
造
は
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）死
去
、
息
子
の

徳
次
郎
が
二
代
目
正
造
を
継

い
だ
。

　

芥
川
龍
之
介
は
大
正
一
一

年（
一
九
二
二
）長
崎
を
訪
れ

た
と
き
、
洋
画
家
の
小
穴
隆

一
宛
の
手
紙
に
、「
蓬
平
は
長

崎
中
人
を
つ
か
は
し
隈
な
く

捜
し
候
へ
も
そ
の
名
を
知
り

居
り
し
は
池
庄（
マ
マ
）と

申
す
骨
董
屋
の
主
人
一
人
の

み
」と
記
し
て
い
る
。
蓬
平

と
は
江
戸
期
の
画
人
、
佐
竹

蓬
平
の
こ
と
で
、
長
崎
に
来

て
南
宗
画
を
究
め
た
と
い
わ

れ
る
。
二
代
目
も
博
識
の
人

で
あ
っ
た
。

参
考
文
献『
芥
川
龍
之
介
全
集
第

十
九
巻
』岩
波
書
店（
一
九
九
七
年
）英語の看板が掛る店頭（池島家蔵）

長
崎
く
ん
ち
研
究
２

龍
踊
の
恩
人
、
平
山
蘆
江

大
田
　
由
紀 

　

大
衆
小
説
作
家
と
し
て
活

躍
し
た
平
山
蘆
江
は
神
戸
市

に
生
ま
れ
た
が
、
幼
少
の
頃
、

長
崎
市
本
籠
町（
現
籠
町
）平

山
酒
店
の
養
子
と
な
り
、
長

崎
で
育
っ
た
。

　

養
祖
父
の
三
次
郎
は
、
龍

踊
の
龍
頭
を
遣
っ
た
力
自
慢

で
あ
っ
た
。
幕
末
、
龍
踊
興

行
を
計
画
し
、
一
行
を
率
い

て
江
戸
に
上
っ
た
が
、
深
川

の
小
屋
が
火
災
で
延
焼
し
、

頓
挫
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

昭
和
一
八
年（
一
九
四
三
）

満
州
で
の
講
演
旅
行
の
帰
途
、

久
し
ぶ
り
に
帰
郷
し
た
蘆
江

は
、
籠
町
が
龍
踊
の
囃
子
道

具
一
式
を
軍
へ
献
納
す
る
と

い
う
こ
と
を
耳
に
し
て
驚
い

た
。
す
ぐ
に
町
の
世
話
役
白

水
茂
七
に
会
い
、
そ
の
思
い

違
い
を
説
い
た
。

　
「
や
が
て
平
和
に
な
っ
た

と
き
、
第
一
番
に
提
唱
さ
れ

る
も
の
は
隣
接
相
和
す
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
日
中
和
親
の

た
め
に
、
尤
も
縁
の
深
い
龍

踊
が
ど
れ
ほ
ど
役
に
立
つ
か

知
れ
ま
せ
ん
。
滅
多
に
得
ら

れ
な
い
銅
鑼
や
バ
ッ
チ
や
打

鉦
を
む
ざ
む
ざ
と
鋳
つ
ぶ
し

た
っ
て
、
何
発
の
た
ま
が
で

き
ま
し
ょ
う
。」

　

白
水
茂
七
は
納
得
し
、
即

座
に
献
納
を
取
り
や
め
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
年
で
敗
戦
、

昭
和
二
三
年（
一
九
四
八
）の

長
崎
く
ん
ち
に
本
籠
町
は
戦

後
初
の
龍
踊
を
披
露
し
、
長

崎
っ
子
を
沸
か
せ
た
。

　

蘆
江
も
ま
た
白
水
茂
七
の

決
断
に
感
激
し
、
裏
表
合
わ

せ
る
と
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

に
も
及
ぶ
絵
巻
を
折
本
に
装

丁
し
て
茂
七
に
贈
っ
た
。

　

そ
れ
に
は
龍
踊
の
由
来
と

と
も
に
、
傘
鉾
、
龍
踊
、
囃

子
、
唐
人
行
列
、
媽
祖
行
列

が
蘆
江
の
筆
で
活
き
活
き
と

描
か
れ
て
い
る
。

平山蘆江が描いた本籠町の龍踊行列（部分）白水剛氏蔵

参
考
文
献
・
平
山
蘆
江「
蛇
お
ど
り
」

『
長
崎
手
帖
』三
三（
一
九
六
三
年
）

法
人
会
員
紹
介

株
式
会
社
メ
モ
リ
ー
ド

本
社
　
長
崎
市
稲
佐
町
二
番
二
号

メ
モ
リ
ー
ド
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）

建
設
の
本
社
ビ
ル

　

弊
社
は
、昭
和
四
四
年（
一 

九
六
九
）五
月
、
北
九
州
市

出
身
の
創
業
者
・
吉
田
茂
視

が
、
同
志
六
人
と
共
に
長
崎

の
地
を
踏
み
、
同
年
七
月
長 

崎
市
中
町
に「
株
式
会
社
長 

崎
冠
婚
葬
祭
互
助
セ
ン
タ 

ー
」を
創
業
し
た
こ
と
が
始

ま
り
で
す
。

　

昭
和
五
六
年（
一
九
八
一
）

に
は
稲
佐
町
に
本
社
ビ
ル（
現

在
の
稲
佐
橋
メ
モ
リ
ー
ド
ホ 

ー
ル
）を
建
設
し
、「
メ
モ
リ

ア
ル
を
リ
ー
ド
す
る
」と
い

う
想
い
を
込
め
て
、
会
社
名

を
現
在
の「
株
式
会
社
メ
モ

リ
ー
ド
」へ
改
称
し
ま
し
た
。

　

長
崎
市
で
産
声
を
あ
げ
た 

メ
モ
リ
ー
ド
は
、
そ
の
後
、

諫
早
、
大
村
、
佐
世
保
、
伊

万
里
、
佐
賀
と
営
業
エ
リ

ア
を
拡
大
し
、
昭
和
六
〇

年（
一
九
八
五
）に
は
東
京

に
、
二
年
後
の
昭
和
六
二
年

（
一
九
八
七
）に
は
群
馬
、
そ 

し
て
平
成
元
年（
一
九
八
九
）

に
は
宮
崎
に
も
進
出
し
ま
し

た
。　

　

現
在
で
は
、
メ
モ
リ
ー
ド

グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
長
崎
、

佐
賀
、
福
岡
、
宮
崎
、
群
馬
、

埼
玉
、
東
京
、
沖
縄
の
一
都

七
県
で
事
業
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　

令
和
元
年（
二
〇
一
九
）に

創
業
五
〇
周
年
を
迎
え
た
メ

モ
リ
ー
ド
は
、
現
在
県
内
で

斎
場
二
四
ヶ
所
、
ホ
テ
ル
・

結
婚
式
場
八
ヶ
所
で
、
お
客

様
の
人
生
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を

お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も「
あ
り
が
と

う
を
も
っ
と
届
け
た
い
。
あ

り
が
と
う
に
も
っ
と
応
え
た

い
。」と
い
う
創
業
の
原
点
を

忘
れ
ず
、
人
生
の
セ
レ
モ

ニ
ー
に
寄
り
添
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

隈研吾設計のガーデンテラス
長崎ホテル＆リゾート


